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平
成
十
九
年
新
潟
県
中
越
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い

て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指

定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
年
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

政
令
第
二
十
一
号

平
成
十
九
年
新
潟
県
中
越
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に

つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ

き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令

内
閣
は
、
激
甚じ

ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政

援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

平
成
十
九
年
新
潟
県
中
越
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い

て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指

定
に
関
す
る
政
令（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
」
の
下

に
「
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。」を
加
え
、「
同
令
」
を「
令
」

に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
関
係
保
証
に
係
る
期
限
の
特
例
）

第
三
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
第
二
十
四
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
九
月
一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

財
務
大
臣

額
賀
M
志
郎

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
年
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

政
令
第
二
十
二
号

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
十
一
項
、
第

二
十
五
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第

二
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
の
四
の
項
上
欄
中
「
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
特
定

調
味
料
（
し
ょ
う
ゆ
、
食
酢
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め

る
調
味
料
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
六
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）」
に
改
め
、
同
項
中
欄
第
二
号
中
「
し
ょ
う
ゆ
」

を
「
特
定
調
味
料
」
に
改
め
、同
表
六
の
項
上
欄
中「
し
ょ

う
ゆ
」
を
「
特
定
調
味
料
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る

改
正
前
の
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。）別
表
第
五
の
六
の

項
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
こ
の
政
令
に
よ
る

改
正
後
の
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

施
行
令
別
表
第
五
の
四
の
項
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示

製
品
と
な
っ
た
も
の
に
係
る
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
表
示
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
表
示
事
業
者

が
旧
令
別
表
第
五
の
六
の
項
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示

製
品
に
係
る
同
条
第
一
項
の
表
示
事
項
を
表
示
し
、
同

項
の
遵
守
事
項
を
遵
守
す
る
場
合
に
限
り
、
同
条
の
規

定
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
適
用

し
な
い
。

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

〇
財

務

省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省
令
第
一
号

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
で

あ
っ
て
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の

表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

財
務
大
臣

額
賀
M
志
郎

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
で

あ
っ
て
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た

も
の
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
で
あ
っ

て
、
飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
が
充
て
ん
さ
れ
た
も
の
の
表
示

の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
平
成
五
年
大

蔵
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
特
定
調
味
料
」に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
特
定
調
味
料
（
資
源
の

有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
の

四
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
調
味
料
に
関
す
る
省
令
（
平

成
二
十
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
で
定

め
る
調
味
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
特
定
調
味
料
」
に
改
め

る
。別

表
中
「
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
特
定
調
味
料
」に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省

令
第
一
号

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
特
定
容
器
包
装
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項

を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

財
務
大
臣

額
賀
M
志
郎

厚
生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

特
定
容
器
包
装
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項

を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
容
器
包
装
の
表
示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定

め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林

水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
特
定
調
味
料
（
資
源
の

有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
の

四
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
調
味
料
に
関
す
る
省
令
（
平

成
二
十
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
で
定

め
る
調
味
料
を
い
う
。）」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省

令
第
二
号

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
別
表
第
五
の
六
の

項
の
上
欄
の
規
定
に
基
づ
き
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に

規
定
す
る
特
定
容
器
包
装
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

財
務
大
臣

額
賀
M
志
郎

厚
生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
特
定

容
器
包
装
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別

表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
特
定
容
器
包
装
に

関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農

林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
特
定
調
味
料
（
資
源
の

有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
五
の

四
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
調
味
料
に
関
す
る
省
令
（
平

成
二
十
年
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
で
定

め
る
調
味
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
特
定
調
味
料
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

™


		2008-02-06T00:11:57+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）


		2008-02-06T00:16:32+0900
	e-timing EVIDENCE 3161
	AMANO Time Stamp Service




